
 

 

 

１ 香川県留置施設視察委員会について 

  (1) 香川県留置施設視察委員会とは 

    「香川県留置施設視察委員会」（以下「委員会」という。）は、警察部外

の委員からなる第三者機関として、警察の留置施設運営の透明性を確保

するために「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、

平成 19年６月１日に香川県警察本部に設置されました。 

  (2) 委員会の組織 

   ○ 委員会は、香川県公安委員会が任命する４人の委員（法曹、医療関係

者等）で構成されています。 

   ○ 委員の任期は１年で、再任が認められています。 

   ○ 委員の身分は、非常勤特別職の地方公務員です。 

  (3) 委員会の任務・権限等 

    委員会は、留置施設の運営状況を把握するため、県下 12の留置施設を

視察し、その運営に関して留置業務管理者(警察署長、警察本部の留置管

理課長)に意見を述べます。 

    また、委員会は、留置業務管理者から 

   ○ 留置施設の運営状況について、定期的に又は必要によりその情報の

提供を受けること 

   ○ 視察時に被留置者との面接の実施について協力を求めること 

ができます。 

２ 香川県留置施設視察委員会の活動状況 

   （令和４年６月１日～令和５年５月 31日） 

   香川県留置施設視察委員は、県下 12施設中７施設の視察を行うとともに、

被留置者と面接を行いました。 

   その結果、留置業務管理者に対して主に以下の意見が出されたため、これ

に対する措置を講じました。 

   〇【意見１】 

    乾燥機の設置台にぐらつきがあるので固定されたい。 

  【措置状況】 

    乾燥機の設置台をしっかり固定しました。 

   〇【意見２】 

    大規模警察署の備付け六法全書は、区画ごとに最新版を備付ける必要

があるのではないか。 

  【措置状況】 

    本年度から六法全書の最新版を区画ごとに１冊ずつ備付けました。 

   ○【意見３】 

    浴室の構造が、自殺防止の観点から改修が必要ではないか。 

  【措置状況】 

    改修を検討中であります。 


